
聖籠町保育料に関する規則をここに公布する。  

平成２７年４月１日  

                聖籠町長  渡 邊 廣 吉       

聖籠町規則第２０号  

   聖籠町保育料に関する規則  

（趣旨）  

第１条 この規則は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第  

５６条第３項、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

第２条において「法」という。）第２７条第３項及び同法第２９条

第３項第２号に規定する額（以下「保育料」という。）について必

要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この規則で使用する用語の定義は、法及び聖籠町特定教育・

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年聖籠町条例第１８号）で使用する用語の例による。  

（保育料の額）  

第３条  保育を受けた子どもの保護者（以下「保護者」という。）が

納付すべき保育料の月額は、別表第１のとおりとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育施設等に入所している

子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、別表第１中第２階層及び第３階層の保育料の月額は、別表第

２のとおりとする。  

（１） 保護者が、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法

律第１２９号）第１７条及び第３１条の７に規定する配偶者

のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯  

（２） 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯  

   ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５      

    条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者  

   イ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第  

    １５６号）に定める療育手帳の交付を受けた者  



   ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年  

   法律第１２３号）第４５条に定める精神障害者保健福祉手帳  

   の交付を受けた者  

  エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律  

   第１３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児  

  オ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年  

   金の障害基礎年金等の受給者  

（３） 保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和第２５年法律第

１４４号）に定める要保護者等で特に困窮していると町長が

認めた世帯  

３ 保育を受ける子どもが保育所に月途中に入所した場合は、当該

月の途中入所日からの開所日数を２５で除し、保育料を乗じて得

た額を徴収し、月途中に退所した場合は、当該月の途中退所日ま

での開所日数を２５で除し、保育料を乗じて得た額を徴収する。 

 （保育料の納期限）  

第４条  保護者は、当月分保育料をその月の末日（国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、日曜日

又は土曜に当たるときは、当該日の翌日）までに納付しなければ

ならない。  

（多子世帯の保育料の軽減）  

第５条  同一世帯で２人以上の子どもを養育している場合の保育

料は、別表第１の保育料の表中第２階層から第８階層までの階層

区分に該当する世帯であって、小学校６年生以下の年長の子ども

から順に２人目以降の子どもが幼稚園、保育所、認定こども園、

特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部（以

下この条において「教育・保育施設等」という。）に入所し、又

は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援（以下この条におい

て「発達支援等」という。）を利用している場合において次のと

おりとする。  

（１） ２人目の保育料は、教育・保育施設等に入所し、又は発達



支援等を利用している子どもの属する世帯の階層区分にお

ける保育料の２分の１の額とする。  

（２） ３人目以降の保育料は、無料とする。  

 （保育料の減免）  

第６条 町長は、保護者が、その保育料の全部又は一部を負担すること

ができないと認めるときは、その保育料を減額し、又は免除すること

ができる。  

（その他）  

第７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定

める。  

   附 則  

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

 


